
助成金交付の決定通知を受けてからの流れ 

正式に見積り合せを行なう 
（見積りを新たに取り直す。車の場合は、原則申請時採用同車種で見積り合せをする） 

申請時と総事業費に変更が出た場合 

東京馬主協会まで連絡 
（変更金額の多少にかかわらず 

必ず連絡） 

申請時と総事業費に変更がない場合 

貴法人の経理規定に 
則り事業に取り掛かる 

助成事業実施報告 
助成金交付請求 

業者への支払いは、自己負担分の支払
いと助成金分の支払いの原則2回払に
なる旨ご周知ください。 

提出書類は正副2部提出してください
（副は写しで可） 

助成金交付 
助成金の交付は、毎月末日払い（助成
金請求関係書類は15日必着）になりま
す。また、提出物は必ず正副2部提出
してください（副は写しで可） 

業者へ助成金分の 
支払い 

（銀行振込・領収書ももらう） 

助成事業完了の手続き 
（提出書類は正副2部） 

購入工事が終了し業者
への自己負担分支払い 

（銀行振込・領収書ももらう） 
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